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平成３１年（受）第６１９号 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等 

請求事件 

令和２年９月７日 第二小法廷判決 

           

            主     文 

                １ 原判決中，上告人が被上告補助参加人に対して損害 

賠償請求権を有しないことの確認請求に関する部分 

を破棄し，同部分につき被上告人の控訴を棄却する。 

                ２ 上告人のその余の上告を棄却する。 

                ３ 第１項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担とし， 

前項に関する上告費用は上告人の負担とする。 

            理     由 

 上告代理人平野惠稔，同黒田佑輝，同手代木啓の上告受理申立て理由（ただし，

排除された部分を除く。）について 

 １ 本件は，被上告人が，第１審判決別紙３特許権目録記載の各特許権（以下

「本件各特許権」という。）の特許権者であった上告人を被告として，上告人の被

上告補助参加人（以下「参加人」という。）に対する本件各特許権の侵害を理由と

する不法行為に基づく損害賠償請求権（以下「本件損害賠償請求権」という。）が

存在しないことの確認等を求める事案である。 

 ２ 原審の確定した事実関係の概要は，次のとおりである。 

 (1) 本件各特許権の特許権者であった上告人は，平成５年，被上告人に対し，

本件各特許権について独占的通常実施権を許諾した（以下，この許諾に係る契約を

「本件実施許諾契約」という。）。 

 (2) 被上告人は，上記許諾を受けた後，第１審判決別紙１機械装置目録記載の

各機械装置（以下「本件各機械装置」という。）を製造し，平成１７年３月頃から

平成２０年２月頃までの間，上告人の競合会社である参加人の前身である外国法人
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に対して本件各機械装置を販売した。そして，参加人は，同年４月頃以降，韓国内

において本件各機械装置を使用して第１審判決別紙２製品目録記載の各製品（以下

「本件各製品」という。）を製造し，これを日本及び米国に輸出するなどした。 

 被上告人と参加人は，参加人が本件各機械装置を使用することに関して，第三者

からの特許権の行使により損害を被った場合には，被上告人がその損害を補償する

旨の合意（以下「本件補償合意」という。）をしている。 

 (3) 上告人は，平成２２年，本件実施許諾契約には被上告人が前記通常実施権

に基づいて製造した機械装置を上告人の競合会社に販売することを禁止する特約が

付されていたから，参加人による本件各製品の製造販売は第１審判決別紙３特許権

目録記載２の米国特許権を侵害する旨主張して，参加人に対し損害賠償を求める訴

訟（以下「別件米国訴訟」という。）を米国において提起した。別件米国訴訟の第

１審では，平成２９年５月，参加人による本件各製品の製造販売は上記米国特許権

を侵害するものであるなどとして，参加人に対して損害賠償を命ずる判決が言い渡

された。 

 ３ 原審は，本件訴えのうち本件損害賠償請求権の不存在確認請求（以下「本件

確認請求」という。）に係る部分につき，要旨次のとおり判断して確認の利益を認

め，第１審判決のうち同部分を確認の利益がないとして却下した部分を取り消し，

同部分につき本件を第１審に差し戻した。 

 上告人の参加人に対する本件損害賠償請求権の行使により参加人が損害を被った

場合には，被上告人は，参加人に対し本件補償合意に基づきその損害を補償しなけ

ればならず，その補償額について上告人に対し本件実施許諾契約の債務不履行に基

づく損害賠償請求をすることになる。この請求権の存否を導き出すに当たっては，

本件損害賠償請求権の存否の判断に要する主要事実に係る認定及び法律判断と同様

の認定判断が必要になるから，本件損害賠償請求権が存在しないことの確認を求め

ることは，被上告人の上告人に対する権利ないし法律関係を明らかにし，その不安

を除去するために有効適切なものといえる。また，上告人が参加人に対し別件米国
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訴訟を提起し，その第１審において参加人に対して損害賠償を命ずる判決が言い渡

されたこと等に照らすと，被上告人の上告人に対する上記損害賠償請求に係る権利

又は法的地位について現実の不安が生じている。したがって，本件確認請求に係る

訴えには確認の利益がある。 

 ４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。 

 本件確認請求に係る訴えは，被上告人が，第三者である参加人の上告人に対する

債務の不存在の確認を求める訴えであって，被上告人自身の権利義務又は法的地位

を確認の対象とするものではなく，たとえ本件確認請求を認容する判決が確定した

としても，その判決の効力は参加人と上告人との間には及ばず，上告人が参加人に

対して本件損害賠償請求権を行使することは妨げられない。 

 そして，上告人の参加人に対する本件損害賠償請求権の行使により参加人が損害

を被った場合に，被上告人が参加人に対し本件補償合意に基づきその損害を補償

し，その補償額について上告人に対し本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害

賠償請求をすることがあるとしても，実際に参加人の損害に対する補償を通じて被

上告人に損害が発生するか否かは不確実であるし，被上告人は，現実に同損害が発

生したときに，上告人に対して本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請

求訴訟を提起することができるのであるから，本件損害賠償請求権が存在しない旨

の確認判決を得ることが，被上告人の権利又は法的地位への危険又は不安を除去す

るために必要かつ適切であるということはできない。なお，上記債務不履行に基づ

く損害賠償請求と本件確認請求の主要事実に係る認定判断が一部重なるからといっ

て，同損害賠償請求訴訟に先立ち，その認定判断を本件訴訟においてあらかじめし

ておくことが必要かつ適切であるということもできない。 

 以上によれば，本件確認請求に係る訴えは，確認の利益を欠くものというべきで

ある。 

 ５ これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
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反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり，原判決中本件確認請求に

関する部分は破棄を免れない。そして，以上説示したところによれば，本件訴えの

うち本件確認請求に係る部分は不適法であり，これを却下した第１審判決は正当で

あるから，同部分につき被上告人の控訴を棄却すべきである。 

 なお，その余の請求に関する上告については，上告受理申立て理由が上告受理の

決定において排除されたので，棄却することとする。 

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 

(裁判長裁判官 岡村和美 裁判官 菅野博之 裁判官 三浦 守 裁判官   

草野耕一) 


